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（仮称）子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務委託特記仕様書（案） 

 

【業務概要】 

業務名称 （仮称）子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務 

履行期限 業務委託契約締結日から２０２７年９月７日まで 

 

【目 的】 

町田市は、（仮称）子ども・子育てサポート等複合施設新築工事（以下「本工事」という。）

において、安全性と精度の高い施工を通じ、効率的で、子ども・子育てサポート等の拠点とし

てふさわしい複合施設の整備を目指している。 

（仮称）子ども・子育てサポート等複合施設新築工事技術協力業務（以下「本業務」という。）

は、実施設計段階において、施工者の立場からの技術協力提案および技術支援を積極的に取り

入れることを主目的とする。 

技術協力業務受託者が有する専門的知見や技術力を最大限に活用し、設計の深化と施工の合

理化を図ることにより、高品質で持続可能な施設の整備を実現することを期待し、実施設計段

階における技術協力業務を委託するものである。 

 

【業務内容】 

１. 対象工事（技術協力業務の対象)の概要 

(１) 業務対象施設 （仮称）子ども・子育てサポート等複合施設新築工事 

(２) 委託場所 町田市木曽東３－１－３ 

(３) 対象工事 複合施設新築工事・外構工事・その他建設に関連する工事 

 

２. 敷地の概要 

(１) 敷地面積 １２，７５１㎡（測量実測済み） 

(２) 用途地域 第二種住居地域 

(３) 地域・地区等 ３１ｍ第二種高度地区、準防火地域 

(４) 建ぺい率 ６０％ 

(５) 容積率  ２００％ 

(６) 日影規制 ４時間/２．５時間（受影面：Ｈ＝４ｍ） 

(７) 斜線制限 道路斜線制限（勾配１．２５）、 

隣地斜線制限（２０ｍ＋勾配１．２５） 

(８) 接道  北側：市道忠生６９７号 幅員約 ８ｍ 

西側：市道町田４３７号 幅員約１６ｍ 

南側：市道忠生１７号  幅員約１６ｍ 

 

３. 対象工事の概要 

(１) 主要構造 ＲＣ造、一部Ｓ造 
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(２) 階数  地上４階＋ＰＨ階 

(３) 延べ面積 １８，０５７．９３㎡（内容積対象面積 １６，３８８．０９㎡） 

(４) 建築面積 ６，６６２．２５㎡ 

※延べ面積、建築面積には駐輪場屋根も含む。 

 

【業務仕様】 

１. 技術者等の資格要件 

(１) 次の項目を満たす技術協力業務責任者を技術協力業務に配置すること。 

１) 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有すること。 

２) ２０１６年４月１日以降から参加表明書の受付締切日までの間に、国、地方公共団体

が発注した、延べ面積８，０００㎡以上の公共施設の工事において監理技術者又はそ

れに準ずる経験者として従事した経験を有すること。 

３) 参加申請書提出時において、所属する建設業者との間に３か月以上の直接的な雇用関

係があること。 

 

２. 業務実施計画書の提出 

本業務の受託者（以下「技術協力業務受託者」という。）は、次に挙げる事項を記載した

業務実施計画書を契約締結後、速やかに提出し、監督員の承諾を得ること。 

(１) 業務概要 

１) 業務の実施方針 

２) 成果品の内容及び部数 

(２) 業務工程 

１) 作業項目別工程計画 

２) 打合せ・協議計画 

(３) 業務実施体制 

１) 組織計画（協力会社、再委託を含めた体系図） 

２) 業務分担表 

３) 連絡体制、連絡先 

(４) 本業務を担当する技術者 

１) 氏名、年齢（生年月日） 

２) 所属、役職 

３) 保有資格 

４) 実務経験及び手持ち業務 

 

３. 委託業務 

(１) 設計全般に対する技術検証 

技術協力業務受託者は、町田市が別途契約した「（仮称）子ども・子育てサポート等複

合施設新築工事実施設計業務委託」の受注者（以下「設計者」という。）が行う実施設計

の見直しの内容に対して技術協力業務受託者からの技術協力提案・ＶＥ提案が適切に反映
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されていることを確認する。また、技術協力提案以外の部分を含めて施工性の観点から実

施設計の内容の確認を行う。実施設計の内容について疑義がある場合は、発注者に報告し

指示を受けるものとする。その他下記の検証及び協力を行う。 

１) 技術協力提案・ＶＥ提案 

２) 実施設計期間中の変更、追加要望、技術協力提案・ＶＥ提案に関するコスト検証 

(２) 施工実施方針及び施工計画の作成 

１) 総合施工計画の検討・提案（配置技術者の提案、施工体制を含む） 

２) 仮設計画の検討・提案 

３) 工事工程の検討・提案及び工程表の作成 

技術協力業務受託者は、設計者が行う実施設計及び実施設計の見直しの内容に応じた施

工方法、資材・部材の搬入計画、施工順序、工事工程表等、工事の実施に当たって必要な

計画を記載した施工における実施方針及び施工計画を作成するものとする。 

(３) 実施設計全般に関する技術検証 

(４) コスト管理支援 

１) 工事費内訳明細書の作成・更新。また、発注者及び設計者からのＶＥ提案等があった

場合も工事費内訳明細書の作成を行う。 

２) 全体工事費管理支援 

３) 精算見積書の作成 

(５) 三者協議会への出席 

(６) その他必要となる調査業務等 

(７) 業務報告書の作成 

 技術協力業務受託者は、設計者が行う実施設計及び実施設計の見直しにて作成した工

事費内訳書を基に工事費内訳明細書の作成を行う。 

 技術協力業務受託者は、工事費内訳書の深度化、更新方法については、実施設計の進捗

に応じて発注者及び設計者と協議を行うとともに、発注者の指示に基づき、必要となる

工事費内訳書作成の根拠となる資料を提出するものとする。 

 技術協力業務受託者は、発注者及び設計者からの提案に対する工事費内訳明細書の作

成を行う。当該提案に対する工事費内訳明細書の作成レベルは、発注者との協議によ

る。 

 工事費内訳明細書については、２回程度の更新を想定しているが、発注者との協議によ

り、適切に工事費を管理できる期間を設定し、その更新を行うものとする。 

 

４. 業務の実施 

(１) 一般事項 

１) 技術協力業務受託者は、実施設計及び技術協力業務の進捗状況に応じて中間報告を

し、十分な打合せを行うものとする。また、発注者が進捗状況の報告を求めた場合は、

速やかにこれに応じなければならない。 

２) 必要に応じて庁内会議等と合意形成を図りながら進めること。 
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３) 使用材料等は、特殊なものを使用せず、同等品等を認めるなど、建設コストの削減に

努めること。 

(２) 打合せ及び記録 

１) 打合せは原則業務実施計画書に基づき実施する。技術協力業務受託者は、速やかに記

録（電話によるやり取りを含む）を作成し、発注者に提出すること。 

 

５. 提出書類 

(１) 契約後速やかに提出するもの 

１) 着手届 

２) 技術協力業務責任者通知書及び経歴書（資格証写） 

３) 業務実施計画書（上記「２業務実施計画書の提出」のとおり） 

４) 協力会社通知書（協力会社が必要な場合） 

(２) 随時提出するもの 

１) 打合せ記録 

２) その他、監督員が指示するもの 

(３) 完了時に提出するもの 

１) 委託業務完了通知書 

２) 業務実績報告書 

３) 後出「６成果品及び提出部数」に示すもの 

４) 委託業務目的物引渡書 

 

６. 成果品及び提出部数 

成果品等は、下記のとおり提出すること。なお、特に定めのないものは、監督員の指示に

よるものとする。 

(１) 技術協力業務 

 技術協力業務において作成した資料一式 

（詳細は監督員と協議） 

(２) 提出部数及び提出媒体 

１) 成果品等の提出部数は、監督員と協議すること。 

２) 提出媒体は、原則、紙ベース及び電子データにより提出すること。 

(３) 提出期限 

１) 本業務の成果品等は、履行期限内に提出すること。 

 

７. 著作権 

(１) 本業務の成果物の著作権及び所有権は、全て発注者に帰属するものとし、工事発注用資

料、工事遂行のために必要な資料等として使用することができるものとする。 

(２) 提出されたＣＡＤデータについては、当該工事の請負者に貸与し、当該工事における施

工図の作成、完成図の作成及び完成後の維持管理に使用する。 
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８. 留意事項 

(１) 技術協力業務受託者は、業務を進めるうえで、現地調査が必要な場合は、作業日程及び

作業内容について事前に監督員と打合せを行うこと。 

(２) 技術協力業務受託者は、庁内会議、市議会及び市民説明会等に必要な設計業務内容に関

する資料作成や説明等に協力・支援すること。 

(３) 本特記仕様書において提示する内容に変更が生じた場合においても、原則として契約の

変更は行わない。 

(４) 技術協力業務受託者は、業務の履行上、知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

また、他の目的で使用してはならない。 

(５) 本特記仕様書に定めのない事項であっても、本業務の目的達成のために性質上必要と思

われるものは、技術協力業務受託者の責任において完備すること。また、その他の疑義

は、発注者と受託者がその都度協議して決定するものとする。 

 

 


